
計画・条例等の
素案を作ります

パブリック・コメント制度
を実施するか・否か
決定を行います

実施する時期などを町
広報紙等で公表します

素案を公表します

意見を募集します

いただいた意見を参考
に素案を検討します

町として最終的な
内容を決定します

成案

議決を要する
案件の場合 結果の公表 結果の公表

議決を要しない
案件の場合

議会へ議案とし
て提出します

太い枠は、町民の皆さんに
直接関連する手続きです

細い枠は、町の内部手続き
です

表の見方

【パブリック・コメント手続きの流れ】

１か月程度

町広報紙やホームページに掲
載します

町役場の窓口やホームページ
で閲覧できます

窓口で提出するほか、郵便、
ファクシミリ、電子メールなどで
提出可能です

町役場の窓口やホーム
ページで閲覧できます


